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1　はじめに

国際会計基準審議会（IASB）は，国際財務報
告基準（IFRS）の範囲外と看做されてきた財務
諸表外情報に係る開示領域において，当該情報の
質と比較可能性を改善することを意図して，2010
年に IFRS実務記述書（Practice Statement）とし
て『マネジメント・コメンタリー』（Management 
Commentary）を公表した（以下，MCPSという）1）．

MCPSはあくまでも IFRSとは区別される，拘
束 力 の な い フ レ ー ム ワ ー ク（non-binding 
framework）であるが，「マネジメント・コメンタ
リー」（Management Commentary，以下MCとい
う）が財務報告の境界（boundary）の内側にある
こと，そして財務諸表と同様の財務報告に係る
「概念フレームワーク」（Conceptual Framework）
の目的や有用な情報の質的特性を共有することを
明示した．その一方で，現行MCPSの設定に係
る議論においては，企業社会責任（CSR）報告書
や持続可能性（sustainability）報告書等に網羅さ
れている環境・社会・コーポレート・ガバナンス
（ESG）情報のような非財務情報に係る開示基準
等の設定に当時踏み込むことはなく，これまで目
立った議論は行われなかった．
だが，この間の過剰とも受け止められている国

際組織あるいは各法域（jurisdiction）の規制主体
等により設定された多数の規範（code）やガイド
ライン（guideline）の実効性をめぐって，財務情
報と非財務情報とを連係・統合するために首尾一
貫した報告枠組み（reporting framework）の国際

的な標準化に対するニーズも高まっている 2）．か
かる状況のなかで IASBにおいてMCPSの改訂を
指向した新たな展開を見出しうる．
本稿は，IASBの “Better Communication” プロ

ジェクトの一環として 3），「より広い企業報告」
（Wider Corporate Reporting）を視野に動き始めた

MCPSの改訂プロジェクトの追加をめぐる最近の
議論の動向について解説する．特に本稿では，あ
らためてMCPSの「表示のフレームワーク」4）に
ついて解説したうえで，MCPSの見直しに係る審
議過程において提起された Staff Paper5）を基礎と
して，現行のMCPSと，国際統合報告評議会
（IIRC）の『国際統合報告フレームワーク』
（International〈IR〉Framework，以下〈IR〉フレー
ムワークという）を比較検討し，その相違点の整
理を通じて，MCPSの改訂をめぐる論点と課題を
明らかにしたい．

2　実務記述書（MCPS）の到達点と議論の経緯

MCPSは，MCを作成・表示する際に経営者を
支援しうる一般的な報告枠組みを形成することに
より，MCの表示（presentation）に係る首尾一貫
性を改善し，ひいては各法域におけるエンティ
ティの間の比較可能性の確保を目指すものであっ
た 6）．
現行MCPSの到達点は，以下のように要約し

うる．
①MCに係る作成・表示のための基準（standard）
を IFRSに準じて設定するのではなく，あくま
でも拘束力のないフレームワークとして表示の
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ための指針（guidance）を示したこと
②MCは財務報告の境界の内側にあることを明
示したこと

③MCは財務報告に係る概念フレームワークの
範囲内にあり，したがってMCの表示に係る
指針は，別個の独自の概念フレームワークを基
礎とするのではなく，財務諸表と同様の概念フ
レームワークを共有することを明示したこと

④原則主義（principles-based approach）に基づい
て，MCに不可欠な構成要素を例示したこと
IASBは，従来，IFRSの範囲外と見做されてき

た財務諸表外情報に係る開示領域において，当該
情報の質と比較可能性を改善することを狙いとし
て，前述のように 2010年 12月にMCPSを公表
した．

MCPSは，各法域におけるエンティティの任意
の適用を前提として IFRSに準拠して作成される
財務諸表に附属するナラティブな情報（narrative 
information）を表示するための標準的な指針とし
て性格づけられる．

MCは，米国やカナダ等における「財政状態及
び経営成績に関する経営者による討議と分析」
（Management Discussion & Analysis, MD&A）， あ
るいは英国等における「営業・財務概況」
（Operating Financial Review, OFR）や「事業概況」
（Business Review）に該当する 7）．実務記述書に
おいては，中立性を考慮して敢えて一般的な名称
としてMCが用いられた 8）．
現行MCPSは，2002年 10月のプロジェクト・

チームの発足以来 9），2005年 10月の討議文書
（Discussion Paper）10）の公表，2009年 6月の公開
草案（Exposure Draft）11）の公表を経て，約 8年間
の長きにわたる検討の成果として公表された．
振り返ると，この間，世界的な金融危機を誘発

した責任の一端が各国の会計基準設定主体に追及
される一方で，IASBにとって金融商品に係る会
計基準の見直し等が喫緊の課題として高い優先順
位が与えられた最中にあっても，MCPSの公表の
ための議論が IASBにおけるアジェンダとして作

業計画から除外されることはなかった．
しかも米国財務会計基準審議会（FASB）との

共同で進められてきた「概念フレームワーク」プ
ロジェクトの成果と歩調を合わせながら，当該
「概念フレームワーク」に吸収されることなく，
当初からMCの作成・表示のための特定の基準
ないし指針の検討が進められてきたことの意義を
過小評価すべきではないであろう．
当該プロジェクトは，企業の一般目的財務報告
書（general purpose financial reports）を①主要財
務諸表，②注記，③MCから構成されるパッケー
ジであると一貫して捉えてきた（図表 1参照）．

【図表 1】　�財務報告の範囲と「概念フレームワーク」
の対象

出所：IASB, Discussion Paper, Management Commentary, October 
2005, p.12.

IASBがMCのような財務諸表外情報の開示領
域に取り組み始めた意図は，財務諸表に附属ない
し関連するナラティブな情報が，一般目的財務報
告書に不可欠な構成要素であることを認めたうえ
で，MCの表示に係る基準ないし指針の公表を通
じて，当該開示領域について未整備な法域を含め
た，国際的に多様な開示実務の標準化を目指し，
その収斂（convergence）を促進することにあった
といえる．
現行MCPSにおいて，MCとは「IFRSに準拠

して作成された財務諸表に関連するナラティブな
情報であり，MCは財務諸表に表示された金額，
エンティティの財政状態，財務業績ならびに
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キャッシュ・フローに関する歴史的な説明
（commentary）を利用者に提供する．また，MC
は財務諸表に表示されないエンティティの見通し
に関する説明およびその他の情報を提供する．
MCはまた，経営者の目標と当該目標を達成する
ための戦略を関連づけて理解するための根拠
（basis）を与える」と定義される（用語の定義）．

MCは，財務諸表上に表示した情報の補足
（supplementing）にとどまらず，財務諸表がそれ
自体では提供することができない，あるいはそも
そも財務諸表に期待すべきではない企業の財務業
績に関連した情報を補完（complementing）しう
る．

MCに相当する開示領域はアニュアル・リポー
トの主として前半の重要な部分を構成し，統合報
告（integrated reporting）の開示領域とも重なるこ
とが広く認識されている．また，当該開示に係る
一定の要求は，主要国の財務報告制度においてす
でに存在する．だが，MCのような財務諸表外情
報が，財務諸表を補足し，そして補完するための
開示媒体として，絶えず財務諸表との関係が問わ
れる開示領域であることに対する統一的な理解は
MCPSの公表まで乏しかったように思われる．

IASBが提起するMCの表示をめぐる議論は，
有価証券報告書等の開示制度にも関連して，これ
からの日本におけるナラティブな情報の開示の在
り方や財務報告の境界をめぐる概念的な枠組みの
検討において絶えず斟酌される必要があるが 12），
今般の IASBにおける新たな局面は，狭義の財務
報告のレリバンスに係る限界 13）を踏まえて，当
初からこれを克服する意図をもつ統合報告の発展
と，そこで見出しうるMCPSとの共通の基盤に
基づいて，“Better Communication” の観点から財
務報告の範囲において財務諸表と現行MCPSを
見直すことに積極的に意義が見出されている点に
ある 14）．

IASBが取り組むべきアジェンダの中心に財務
諸表があることは論を俟たないが，現行MCPS
の公表は IASBが狭義の財務報告の限界を認めて

いることの証左でもある．したがって IASBにお
ける課題は，IASBが統合報告そのものに関与す
ることではなく，IASBの守備範囲としての「そ
の他の財務報告」（other financial reporting）の範
囲をどのように画定し，MCPSの改訂を通じて
IIRCのような組織といかに連携し，財務報告な
いし統合報告の結合性（connectivity）を確保する
のかという点にあると考えられる．

3　IASB の守備範囲と「その他の財務報告」

IASBは，MCが財務報告の透明性を改善する
ことを通じて資本市場における投資者の信頼を高
めうるものと位置づけ，IASBがMCの表示に係
る基準ないし指針の開発に資源を投入することは
重要かつ関連性があることを認めてきた．
この点について，これまで会計基準（accounting 

standards）の設定に取り組んできた IASBが，財
務諸表外情報の開示領域に明示的に進出したこと
は一見唐突にも思える．しかし，IASBが財務諸
表外情報に言及したのはMCPSの公表が初めて
ではない．

IASBの前身である国際会計基準委員会（IASC）
は，財団定款（IASC Foundation Constitution）に
おいて，「財務諸表およびその他の財務報告にお
いて透明で質の高い，比較可能な情報を求めるグ
ローバルな会計基準を開発すること」15）を広く目
的として掲げている．
このことは，「IFRSに係る序文」（Preface to 

IFRS）でも確認しうる．すなわち「IFRSの範囲
と権限」のなかで「その他の財務報告は，完全な
一組の財務諸表の解釈を支援する，または効率的
に経済的意思決定を行う利用者の能力を改善する
ことを目的とした財務諸表以外で提供される情報
によって構成される」と定義する 16）．IASBは，
当該プロジェクトの発足に際して「その他の財務
報告」を自らが検討することには正統性
（legitimacy）があることを確認し，これを強調し
ている．

IASCは，1997年に国際会計基準（IAS）改訂
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第 1号『 財 務 諸 表 の 表 示 』（Presentation of 
Financial Statements）を公表した．IASCは，その
なかで「財務諸表以外に，企業の財務業績および
直面する不確実な事象についての主な要因をナラ
ティブに説明した経営者の財務分析」を企業が開
示することを奨励した 17）．その意味で，MCの表
示に係るプロジェクトの出発点は，注記との関係
でMCの構成要素を部分的に位置づけた IAS第 1
号にあるといえるであろう．
この点について，IASBの旧「概念フレームワー
ク」は，「財務諸表は主として過去の事象の財務
的影響を表示し，必ずしも非財務情報を提供する
とは限らないので，財務諸表は，利用者が経済的
意思決定を行うために必要なすべての情報を提供
するわけではない」18）ことを明示した．「概念フ
レームワーク」は，現在においても，あくまでも
その対象を主として財務諸表に限定している．だ
が，IASBは，前述の「その他の財務報告」を含
めた経済的意思決定に有用な情報の範囲を想定し
て，財務諸表だけでは財務報告の目的に合致しな
いので，財務諸表の機能を高め，財務報告の目的
とのギャップを解消するために，「その他の情報」
を追加する意義を認めている 19）．MCは「その他
の財務報告」に網羅される情報の主たる構成要素
と見做される 20）．
この点について，財務報告に係る「概念フレー

ムワーク」の形成過程において，MCは財務諸表
に付随的であってもより一層明確に財務報告の枠
組みのなかに位置づけられることになり，以下の
ように説明されている 21）．
「附属する注記も含めて，財務諸表は財務報告

の中心的な役割を果たすものである．しかし，財
務報告の目的は財務諸表のみに関係するものでは
なく，財務報告全体に関係する．一定の種類の財
務情報もそれ以外の情報についても従来の財務諸
表によって伝えるよりも，それ以外の方法で伝え
た方が良い場合もある．エンティティのアニュア
ル・リポート，目論見書，および特定の国で政府
機関に提出される報告書は，財務諸表，その他の

財務情報および非財務情報を網羅した報告書の典
型である．ニュース・リリース，経営者による計
画または予測に係る説明，企業の社会または環境
に及ぼす影響に係る説明は，財務諸表に網羅され
ている以外の財務情報または非財務情報を提供す
る報告書の例である．」

2015年 5月に公表された公開草案「財務報告に
関する概念フレームワーク」においては財務諸表を
通じて提供される情報に焦点を当てるとして 22），
MCは期中報告書，プレスリリース，分析用の補
足資料等とともに財務報告書（financial reports）
の「その他の報告書」（other reports）として説明
されている．

IASBによるMCPSの公表は，IFRSの設定を
想定していない財務諸表外情報の開示領域にあり
ながら，IASBがこれに関与し，その基準ないし
指針を設定することには本来，正統性があること
を前提としている．すなわち，財務諸表の作成・
表示に係る「概念フレームワーク」が，財務報告
の枠内にあって財務諸表を補足し，または補完す
るナラティブな情報―「その他の財務報告」―に
も援用されるという基本的な理解を基礎としてい
る．
現行MCPSの公表に至る議論においては，絶

えず，①財務報告の「範囲の画定」問題（財務報
告の境界についてどのような論拠に基づいて線引
きするか），および②財務報告の「構成要素の区
分」問題（財務諸表および注記と財務諸表外情報
の範囲をどのような認識規準と配置規準に基づい
て区分するか）が議論されてきたといえるであろ
う．しかし，そのすべてにおいて明確な結論が見
出されたわけではなかった．

IASBの守備範囲は，あくまでも財務諸表を中
心とする財務報告に係る「概念フレームワーク」
の枠内にあり，財務報告の境界の内側にあって
「その他の財務報告」を越えることはないと考え
られる．だが，「その他の財務報告」については，
これまで正確な定義が行われてこなかったことも
事実である．「より広い企業報告」に関連した
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MCPSの見直しに係る審議に際して，Staff Paper
のなかでは以下の情報がMCの枠内にあって投
資者にとって重要になると考えられている 23）．
①企業の長期的価値創造に資するビジネスモデ
ル，戦略および事業環境

②非 GAAP財務業績指標 24）

③非財務報告の部分集合としての先行財務情報
（非財務情報）25）

④将来指向情報
MCPSの改訂を視野に入れた議論においては，

狭義の財務報告と「その他の財務報告」の相互関
係を議論する最も適切な立場にあるのが IASBで
あることが繰り返し述べられているが 26），上記
のような「その他の財務報告」に収容されうる
「その他の財務情報」が，長期の株主価値の創造
のための戦略や，当該戦略の実行に係る進捗状況
および将来の財務業績への潜在的インパクトに洞
察を与えうる等の点で，財務諸表を補完する情報
としてその意義が認められるならば，「その他の
財務報告」には何が，またどこまで収容されうる
のか．その検討は IASBにとって重要な課題とな
るであろう．今般のMCPSの改訂は，2010年の
現行MCPSの公表後の様々な開示に係る国際的
な規範ないしフレームワークの発展をいかに取り
込むのか，さらに IASBの立ち位置を定めて当該
各設定機関との連携を不可避とする点で，新たな
段階を迎えている 27）．
次章では，MCPSの改訂をめぐる論点と課題を

考察するうえでの座標軸となる現行MCPSの「表
示のフレームワーク」における主な規定を概観す
る．

4　実務記述書（MCPS）のフレームワーク

MCPSにおいて，IASBがMCに係る指針を公
表する目的は，IFRSに準拠して作成される財務
諸表に関連して意思決定に有用なMCを表示す
る際に，経営者を支援することにあるとしている
（par.1）．当該指針を網羅したMCPSは，MCの表
示に対してのみ適用され，また IFRSに準拠して

財務諸表を作成し，これに関連するMCを表示
するエンティティに対してMCPSが適用される
ことになる．
だが，各法域におけるMCに係る開示制度の

存在を前提として，開示すべきエンティティの範
囲，開示頻度ならびに一定の保証水準について
は，特定の規定はなく，あくまでもその遵守は任
意である（paras.2-4）．
また，MCPSは，MCが財務諸表に附属して利

用可能であるか，そうでない場合にはMCと財
務諸表の関連性をMCのなかで識別すべきであ
るとして，財務報告書においてその他の情報と
MCを明確に区別して表示することを求めている
（paras.5-6）．

MCPSは，MCの表示に係る指針として，この
ような目的（objective），適用範囲（scope）およ
び識別（identification）に続いて，⑴利用者
（users），そして表示の枠組みとして，⑵意図
（purpose）， ⑶ 諸 原 則（principles）， ⑷ 表 示
（presentation），および⑸構成要素（elements）に
係る各規定を網羅している．
その内容は，概略以下のとおりである．

⑴　利用者（par.8）
公開草案の段階から，IASBと FASBの「概念
フレームワーク」プロジェクトをめぐる議論の展
開を反映して，MCの利用者は，現在および潜在
的な資本提供者―現在および潜在的な持分投資
者，融資者およびその他の債権者を包含する―に
拡張されている．経営者は，このような財務諸表
の主たる利用者のニーズを考慮して，MCに網羅
される情報を決定すべきとされる．

⑵　意図（paras.9—11）
MCPSは，MCが財務諸表に関連する状況や背

景（context） を 説 明 す る 統 合 さ れ た 情 報
（integrated information）を提供すべきことを一層
強調して，経営者の視点から利用者の理解を支援
することを求めている．IASBと FASBの「概念
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フレームワーク」プロジェクトをめぐる議論の展
開を反映して，MCは独自の目的（objectives）を
有するものではなく，MC開示の独自の意図
（purpose）として再構成されている．

⑶　諸原則（paras.12-21）
MCPSは，以下の諸原則（principles）に従った

一貫性のある説明を提供すべきとしている． 
⒜エンティティの業績，状態および発展に関する
経営者の見解（management’s view）を提供する
こと

⒝財務諸表に表示される情報を補足し，補完する
こと
また，これらの原則と並んで，MCには以下を

含めるべきことを求めている．
⒜将来見通し情報（forward-looking information） 
⒝財務報告に係る「概念フレームワーク」に示さ
れた質的特性（qualitative characteristics）をも
つ情報
これらの諸原則のなかで，経営者の見解が強調

され，MCはマネジメントにおいて経営者にとっ
て重要な情報源から導かれるべきこと，MCは財
務諸表を補足するとともに，補完するものである
こと，また将来指向情報として経営者の視点から
エンティティの将来の方向性を伝えるべきことが
強調される．
ここであらためて確認すれば，「補足」とは，

財務諸表に示された金額の追加的説明や情報の基
礎にある条件や事象の説明を含意する．また，「補
完」とは，財務諸表に示されないエンティティや
業績に関する財務情報および非財務情報の提供を
含意する．
また，将来見通し情報は，将来を予想すること

を求めるのではなく，その代わりに経営者の目標
と当該目標を達成するための戦略を説明するもの
である．経営者はエンティティの流動性，資本源
泉，収益および営業成績に影響を与えうるトレン
ド，不確実性またはその他の要因を認識する場合
には将来見通し情報を含めることが求められる．

経営者はナラティブな説明を通じて，あるいは量
的データの分析を通じて将来見通し情報を提供す
べきであり，単なる予測や予定ではなく，将来見
通し情報を提供した際に用いた仮定の開示および
前期のMCにおいて開示された将来見通し情報
との業績の差異についての説明が求められてい
る．

⑸　表示形式（paras.22-23）
MCPSは，MCの表示形式はエンティティの事

業の性質，経営者により採用された戦略および規
制環境等を反映して様々であるのが実情であり，
形式上の統一を求めるものではないが，MCは明
瞭かつ率直であるべきとしている．

MCは上記の諸原則に照らして最も重要な情報
に焦点をあてながら表示すべきであり，特に⒜財
務諸表との首尾一貫性（セグメンテーションの反
映）を確保し，実務上可能であれば，⒝注記開示
との重複および⒞ありふれた一般的な開示の回
避，を求めている．

⑹　構成要素
MCPSは，MCが以下を理解するうえで不可欠

な情報を網羅することを求めている．このMCの
構成要素は相互に関連しているため個々に示され
るべきではなく，事業に関する経営者の視点と構
成要素の相互関係の分析が経営者の目標および戦
略と財務諸表に対する利用者の理解を支援すると
される（paras.24-25）．

MCPSにおける構成要素は，原則主義の適用を
基礎として，以下のように要約しうるが，当該各
要素については，主要国の制度ならびに先行する
実務を踏まえてある程度国際的な承認が得られて
いると思われる．
⒜事業の性質（par.26）

事業の性質の説明はエンティティと外部環境
に関する利用者の理解を支援する．当該情報が
エンティティの業績，戦略オプションおよび見
通しに係る評価と理解の出発点となる．エン
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ティティの活動の場である産業，主要な市場と
競争状態，その活動に影響を与える法規制およ
びマクロ経済環境の重要な特徴，製品，サービ
ス，事業プロセスおよび流通方法，エンティ
ティの組織構造と価値創造の方法 28）等の討議
が含まれる．

⒝目標と戦略（paras.27-28）
目標と戦略の開示は，成果を得るために管理

されなければならない資源を識別するととも
に，行動（action）の優先順位を利用者が理解
しうる方法において，前期と比較して重要な変
化を討議すべきである．目標，戦略，経営者の
行動と経営者報酬の関係に関する討議は利用者
を支援しうる．

⒞資源，リスクと諸関係（paras.29-33）
経営者がエンティティの価値に影響を与える

と考える最も重要な資源，リスクと諸関係，お
よびこれらの資源，リスクと諸関係が管理され
る方法の明確な説明を含めるべきである．経営
者は，MCのなかで，①エンティティが利用可
能な重要な財務的資源ならびに非財務的資源，
および当該資源が，経営者の表明した目標の達
成のためにいかに利用されるかを示すべきこ
と，②エンティティの主要なリスク・エクス
ポージャーと当該リスクの変化，また当該リス
クを分担または軽減する計画ならびに戦略とと
もに，リスク管理戦略の有効性について開示す
べきこと，③エンティティと利害関係者との重
要な関係，これらの関係がエンティティの価値
と業績に影響を与える可能性および当該関係の
管理方法等を開示すべきことが例示されてい
る．

⒟成果と見通し（paras.34-36）
MCはエンティティの財務業績および非財務

業績の明確な説明を含むべきである．当該事項
に係る有用な開示はエンティティの業績，状
態，発展および見通しについて利用者が自らの
評価を形成する際に利用者を支援する．そこで
は，エンティティの成績，経営者の目標および

当該目標を達成するための戦略の関係が示され
ることに加えて，過去の業績は将来の業績の指
標となりうる点で，エンティティの財政状態，
流動性および業績に関する重要な変化を前期ま
たは複数期間にわたり比較した討議と分析を提
供することが求められる．
また，経営者は，財務業績および非財務業績
に基づく目標を含むエンティティの見通しにつ
いて分析を提供すべきとされる．当該情報は，
経営者がどのような長期的な戦略の実行を意図
しているかを理解するうえで利用者を支援す
る．目標が定量化されている場合，利用者が目
標の達成の可能性を評価するために必要なリス
クと仮定を説明することが経営者に求められて
いる．
⒠業績測度と業績指標（paras.37-40）

業績測度（performance measurement）はエン
ティティにとって重大な成功要因を反映する定
量化された測度である．また，業績指標
（performance indicator）とは事業がどのように
管理されているかを説明するナラティブな証拠
または間接的に業績の証拠を提供する定量的な
測度の場合もある．経営者は，目標に対する進
捗を評価するために用いる財務および非財務の
両者の業績測度ならびに業績指標を開示すると
ともに，当該期間における変化を説明すべきで
ある．
また，財務諸表から抜粋された情報をMCに

含める際に加工・修正を施した場合には，その
事実を開示することが求められるとともに，
IFRSにより要求されない，または IFRSに定義
されない財務業績がMCに含まれる場合，そ
の測度の定義と説明および財務諸表上の金額の
調整計算が求められる 29）．

5　実務記述書（MCPS）の改訂に係る予備的考察�
―〈IR〉フレームワークとの相違点―

2017年 3月付の Staff Paperの附表には，現行
MCPSとその改訂の際に参照すべき財務諸表外情



産業経営研究　第 40号（2018）

─ 8─

報の開示に係る典型的なフレームワークとして
〈IR〉フレームワークの相違点が整理されている 30）．
両者は，①それ自体強制力がないこと，②その

枠組みが原則主義に基づいて構成されているこ
と，③財務資本提供者を主な利用者として想定し
ていること，④将来指向であること，⑤有用な情
報に係る質的特性に言及していること，⑥当該報
告書の構成要素として組織概要と外部環境
（MCPSにおいては事業の性質），戦略と資源配分
（MCPSにおいては目標と戦略）および定量的・
定性的業績指標を含めた成果と見通し等を網羅し
ていること，その他，⑦当該情報が他の情報と区
別されて識別可能であることや，フレームワーク
または指針の準拠を求めていること等において広
く共通点がある．だが他方で，重要な点で一致し
ていない項目もある．
以下では，Staff Paperにおいてコメントが付さ

れた諸項目を抽出して両者の相違点を概観した
い．

⑴　報告書の焦点
MCの焦点は財務諸表の背景や文脈（context）

を与えることにあるが，〈IR〉フレームワークに
おいて統合報告の焦点は長期にわたる価値の創造
にある（par.1.7）．

⑵　基礎概念としての価値創造
MCPSにおいては〈IR〉フレームワークにおけ

る価値創造の概念は認識されていない．統合報告
の目的（purpose）は価値創造に係るコミュニケー
ションにあり（par.1.1），エンティティ自身に対
して創造される価値とこれに関連する他者（ス
テークホルダーおよび社会全体）に対して創造さ
れる価値が重要となる（paras.2.2-2.4）．かかる点
において，MCの意図は観点を異にしている．

⑶　基礎概念としての資本の分類
〈IR〉フレームワークは，価値の蓄積である資

本 を 財 務 資 本（financial capital）， 製 造 資 本

（manufactured capital）， 知 的 資 本（intellectual 
capital），人的資本（human capital），社会・関係
資本（social and relationship capital）および自然資
本（natural capital） の 6つ に 分 類 し て い る
（par.2.15）．MCPSにおいて自然資本への言及が
ないことを除けば，両者は大きく異なるものでは
ないとも解しうるが，〈IR〉フレームワークと比
べてMCPSは総じて明示的ではない．〈IR〉フ
レームワークは，当該資本分類をガイドラインと
して利用することを求めているが（par.2.19），
MCPSにはこれに相当する説明は存在しない．ま
た，MCPSにおいてはエンティティに利用可能な
非財務的資源が，組織によって所有されることの
ない資本の利用およびそのアウトカムを網羅する
ものであるかを特定していない．自然資本につい
ては，MCPSはMCの構成要素としての諸資源
（resources）に広く言及していることから，明示
的ではないが，これを排除しているわけではない
とも解しうる．

⑷　指導原則としての情報の結合性
〈IR〉フレームワークは，「統合報告書は，組
織の長期にわたる価値創造能力に影響を与える要
因の組合せ，相互関連性，および相互関係の全体
像を示す」（par.3.6）として，情報の結合性を強
調する．MCPSにおいても「統合された情報」
（integrated information）の用語が用いられている
ことから結合性の重要性を示唆していると解され
るが，〈IR〉フレームワークの方が当該原則をよ
り明確に位置づけている．

⑸�　指導原則としてのステークホルダーとの関係
性
〈IR〉フレームワークにおける指導原則のひと
つとしてステークホルダーとの関係性が規定され
ているのに対して，MCPSではMCの構成要素と
して諸関係（relationship）が識別されている．こ
の点では一致しているが，〈IR〉フレームワーク
においては，「組織がステークホルダーの正当な
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ニーズと関心をどのように，どの程度理解し，考
慮し，対応しているか」（par.3.10）について説明
を求めている点で，重要な関係の識別を越えたよ
り詳細な内容となっている．

⑹　指導原則としての重要性
MCPSにおいては，重要性（materiality）はレ

リバンスに係るエンティティ特有の側面であり，
したがってエンティティにとって関連のある情報
は重要でもあると規定するが，〈IR〉フレームワー
クにおいては，「統合報告書は，組織の短，中，
長期の価値創造能力に実質的な影響を与える事象
に関する情報を開示する」（par.3.17）として，関
連のある情報の部分情報として重要情報を捉えて
いる点で両者は相違している．

⑺　内容要素としてのガバナンス
MCPSにおいてはガバナンスに特段の言及がな

い点で相違している．但し，〈IR〉フレームワー
クにおいてはガバナンス構造それ自体の説明では
なく，当該構造を価値創造能力と関連づける
（par.4.8）点にその特徴がある．

⑻　内容要素としてのリスクと機会
MCPSにおいてはリスクのみに言及しているの

に対して，〈IR〉フレームワークにおいてはリス
クと機会に言及している．当該リスクと機会に
は，短，中，長期の資本に組織が与える影響，当
該資本の継続的な利用可能性，質および経済性に
関するものが含まれるとされる（paras.4.23-4.24.）．

⑼　内容要素としての実績
MCPSにおける成果と見通しと〈IR〉フレーム

ワークにおける実績の内容はかなり共通している
が，MCPSには〈IR〉フレームワークにおいて求
められている「資本への影響に関するアウトカ
ム」に相当する概念がない．

⑽　表示および作成の基礎
〈IR〉フレームワークにおいては，重要性の決
定プロセスの要約，報告境界の説明およびその決
定方法，ならびに重要性のある事象を定量化また
は評価するうえで重要な枠組みおよび方法の要約
を含む，統合報告書の作成と表示の基礎を説明す
ることが求められている（par.4.41）．また，一般
報告ガイダンスとして，重要性ある事象の開示，
資本に関する開示，短，中，長期の時間軸，なら
びに集約と細分化等が網羅されている（par.4.49）
が，MCPSにはこれらに相当する規定はなく，両
者は異なっている．

⑾　責任と承認
MCを 表 示 す る 場 合， 経 営 者 はMCPSを

“follow” している範囲を説明し，全体として
MCPSに準拠している場合にのみ当該準拠性の表
明が可能となる．〈IR〉フレームワークはMCPS
よりも詳細に当該フレームワークの準拠性に係る
説明と統合報告書に対する責任の表明を求めてい
る（par.1.20）31）．

6　結びにかえて

本稿は，MCPSの「表示のフレームワーク」に
ついて概観したうえで，現行のMCPSと IIRCの
〈IR〉フレームワークの相違点を整理し，MCPS
の改訂をめぐる論点と課題を検討した．今般の
MCPSの見直しをめぐる議論のなかで，IASBは
あらためて現行MCPSの到達点と残された未解
決の課題に向き合うことになるであろう．その意
味で，本稿における議論は，財務諸表とナラティ
ブな情報が一体となった財務報告制度の今後の行
方について，MCPSの改訂に際して統合報告のこ
れまでの著しい発展と IIRCとの今後の連携を視
野に入れた考察を展開するための予備的作業で
あった．

2017年 11月の IASB Updateによれば 32），理事
会は，「より広い企業報告」における IASB財団
の関与を，現在の潜在的な投資者・融資者および
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その他の債権者のニーズに合致する「その他の財
務報告」の範囲に限定すべきことを決定した．ま
た，MCPSの改訂プロジェクトをアジェンダに追
加することを決定した 33）．
本稿における検討から，今後の議論において，

IASBがMCのなかに ESG情報を積極的に取り込
むように大きく舵を切るとは考えにくく，広く財
務諸表外の情報については従前の態度が貫かれる
ものと推測される．IASBは，狭義の財務報告と
「その他の財務報告」の相互関係について表明す
る最も適切な立場にあると認められことから，そ
の守備範囲はあくまでも財務諸表を中心とした財
務報告であることを堅持するであろう．
他方で，“Better Communication” の観点から，

狭義の財務報告の限界に対しては，MCPSにすべ
てを取り込むのではなく，IIRCのような組織と
の連携・協力を図っていくことが考えられる．だ
が，IASBが財務報告の範囲を見直して，いわ
ゆる「より広い財務報告」（Broader Financial 
Reporting）を指向した場合には，「その他の財務
報告」の範囲に重要情報が含まれる可能性は高
い．その課題として，MCPSの改訂をめぐる議論
のなかで「その他の財務報告」はより明確に画定
されるのか，IIRCとの連携の在り方を含めて議
論の行方が注目される．

 （日本大学経済学部 教授）

注
 1） 本稿においては，Practice Statementを定訳となっ
た「実務記述書」とし，Management Commentary

については「経営者による説明」と訳さず，統一
して「マネジメント・コメンタリー」と表記した．
2010年MCPSについては，以下を参照．古庄 修
「IFRS実務意見書『経営者による説明』の到達点」
『企業会計』第 63巻・第 4号，2011年 4月，129-

137頁．
 2） Loweth, D., ASAF Agenda Paper 9（Accounting 

Standards Advisory Forum Meeting）, Wider Corporate 
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